
　人権擁護委員は、地域住民の中から広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解がある人を市町村長が推薦し、
法務大臣が委嘱した民間ボランティアです。市内では11人の人権擁護委員が、法務局や市内の人権相談所で悩
みごとや心配ごとの相談を受ける、身近な相談相手です。
　市では、この日を中心に一層の活動を推進するため、街頭啓発を実施し、特設相談所を開設します。

　人権擁護推進員は、各学区の人権擁護委員と連携し、地域における人権擁護活動などを行っています。
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悩みや心配ごとはありませんか
６月１日（土）は「人権擁護委員の日」

悩みごと・心配ごと
・差別を受けた
・暴行・虐待を受けた
・セクハラ・パワハラを受けた
・いじめ・虐待・体罰を受けた
・インターネットによる誹謗中傷を受けた�など

学区 人権擁護委員 人権擁護推進員 学区 人権擁護委員 人権擁護推進員
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市内の人権擁護委員と人権擁護推進員（敬称略）

人権擁護委員による人権相談
時�原則第1・3木曜日
　午前9時～正午　
　（祝日・年末年始は除く）
所�市役所�2階�相談室
他�申込不要

問�人権政策課　 ・有（582）1116　 （582）053９
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